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平成 20 年 1 月に厚生労働省に申請しておりました、広告可能な専門性資格の認定団体として

の届出「専門性資格認定団体に係る基準該当届」が、平成 21 年 7 月 23 日付けで受理認可され

たとの通知がありました。この結果、本学会が認定する「周産期（新生児）専門医」を広告すること

が可能となりましたのでお知らせします。                                      

  専門医の広告が可能となりましたことは、本学会の専門医制度の確立に尽力された皆様全員

の努力の賜物であり、ここに深く感謝申し上げます。今後は本専門医制度をさらに推進したいと

考えておりますので、会員の皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

  なお、専門医を広告するに当たっては、医療広告ガイドライン

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/shishin.pdf）に則り、適切に運用し

て頂くようお願い申し上げます。実際の広告方法は次のような形態をお考えください。 

広告表示方法 

   医師○○○○ 日本周産期・新生児医学会認定 周産期（新生児）専門医 

  また、専門医の認定基準や名簿の公表などの条件がついています。そこで当学会ホームペー

ジに専門医名簿を公表していますが、何らかの理由で名簿登載ができない場合には広告できま

せん。また新たな専門医については、１年分の認定者を一括して公告（12 月頃）しますので、広

告できるのは、新たな名簿が公告されてからになります。 

 

注）今回の専門医広告は新生児専門医に限定されています。「周産期（母体・胎児）専門医」に関

しては、本年の第 1 回母体・胎児専門医認定試験の後に申請する予定です。こちらの申請が認

可されましたら、改めて会員の皆様にご連絡します。名称に関して一覧表では「有限責任中間法

人」となっていますが、「一般社団法人」への変更許可を厚生労働省医政局総務課へ提出してお

り、半年後位に変更される予定です。その間は「有限責任中間法人」「一般社団法人」の表記をし

ないでください。 

 



 



 



 



 



 



 
 


